
新型コロナウィルスに関する情報共有（５月２２日から２７日） 

 

 

【５月２２日】 

●５月２２日現在，保健省発表の確定症例数は，昨２１日から２９９人増の８３３８

人です。 

●政府執行委員会は来週水曜日から理容室・美容院の営業を再開することを発表しま

した。 

 

１ ５月２２日、保健省は新型コロナウイルスの感染者数を次のとおり発表しており

ます。（５月２２日１５時半時点（当地時間）） 

バーレーンにおける確定症例数は８３３８人 

確定症例数のうち治癒者数４００４人（前日比＋２８９人），死亡者１２人（前日比＋

０人） 

昨日から感染者数は２９９人（内訳は，外国人労働者１７２人，感染者との接触１２

４人，海外からの帰国者３人）増加しております。 

（※前日比の数字は，昨日１４時発表の感染者等数と比較をしております。） 

【参考】バーレーン保健省ホームページ：https://www.moh.gov.bh/COVID19 

 

２ 皇太子を議長とする政府執行委員会は，来週２７日水曜日から理容室・美容院の

営業を再開することを発表しました。 

 最近，国内での商業活動が再開される傾向にありますが，感染者増加数は依然とし

て高止まりしておりますので，それら施設を利用の際には感染症対策を十二分にとっ

て頂きますようお願いいたします。 

 

 

【５月２３日】 

●５月２３日現在，保健省発表の確定症例数は，昨２２日から４３６人増の８７７４

人です。 

●新型コロナウィルス対策タスクフォースは，新たに治療施設のキャパシティーを拡

大したことを発表しました。 

●ムハラク県警察は，マスク着用義務違反が７５０件あったことを発表しました。 

●ラマダン明け祭に伴い，明日２４日から２６日まで休館いたします。 

 

１ ５月２３日、保健省は新型コロナウイルスの感染者数を次のとおり発表しており

ます。（５月２３日１３時時点（当地時間）） 



バーレーンにおける確定症例数は８７７４人 

確定症例数のうち治癒者数４４６２人（前日比＋４５８人），死亡者１２人（前日比＋

０人） 

昨日から感染者数は４３６人（内訳は，外国人労働者２６５人，感染者との接触１７

０人，海外からの帰国者１人）増加しております。 

（※前日比の数字は，昨日１５時半発表の感染者等数と比較をしております。） 

【参考】バーレーン保健省ホームページ：https://www.moh.gov.bh/COVID19 

 

２ 新型コロナウィルス対策タスクフォースは，兆候の出ていない患者のための治療

施設として，アアリ地区のアブドラ・ビン・アリ・カヌー・センターに８１４床を設

置したことを発表いたしました。 

これにより，現在，国内の陽性患者用治療施設は６４５１床となっております。 

 

３ ムハラク県警察は，公共の場におけるマスク着用義務違反が７５０件あったこと

を発表しました。当局は，公共の場における５人以上の集会禁止等の新型コロナウィ

ルス対策を促進するための法的手段をとっていると発表しておりますので，同対策に

伴う義務の履行をお願いいたします。 

 

４ ５月２４日（日）から２６日（火）まで，ラマダン明け祭に伴い，当館は休館い

たします。 

 

 

【５月２４日】 

●５月２４日現在，保健省発表の確定症例数は，昨２３日から３１９人増の９０９３

人です。 

●保健省は，１３人目の新型コロナウィルス感染者の死亡を発表しました。 

 

１ ５月２４日、保健省は新型コロナウイルスの感染者数を次のとおり発表しており

ます。（５月２４日１４時時点（当地時間）） 

バーレーンにおける確定症例数は９０９３人 

確定症例数のうち退院者数４５８１人（前日比＋１１９人），死亡者１３人（前日比＋

１人） 

昨日から感染者数は３１９人（内訳は，外国人労働者２０９人，感染者との接触１１

０人）増加しております。 

（※前日比の数字は，昨日１３時発表の感染者等数と比較をしております。） 

【参考】バーレーン保健省ホームページ：https://www.moh.gov.bh/COVID19 



 

２ 保健省は，既往症を有していた５９歳の男性外国人が新型コロナウィルスに感染

し，亡くなったことを発表しました。これで当国における死亡者は累計１３人となり

ました。 

 

 

【５月２７日】 

●５月２７日現在，保健省発表の確定症例数は，昨２６日から４１０人増の９６３３

人です。 

●北部県警察は，公共の場におけるマスク着用義務違反が１５４件あったことを発表

しました。 

●保健省は，１５人目の新型コロナウィルス感染者の死亡を発表しました。 

●日本における水際対策強化措置の延長 

 

１ ５月２７日、保健省は新型コロナ・ウイルスの感染者数を次のとおり発表してお

ります。（５月２７日１５時時点（当地時間）） 

・バーレーンにおける確定症例数は９６３３人 

・確定症例数のうち退院者数５１４２人（前日比＋２２６人），死亡者１５人（前日比

＋１人） 

・昨日から感染者数は４１０人（内訳は，外国人労働者２６１人，感染者との接触１

４０人，海外からの帰国者８人等）増加しております。 

（※前日比の数字は，前日１３時半発表の感染者等数と比較をしております。） 

【参考】バーレーン保健省ホームページ：https://www.moh.gov.bh/COVID19 

 

２ 首都県警察は，公共の場におけるマスク着用義務違反が，１５４件あったことを

発表しました。当局は，引き続き新型コロナウィルス対策にかかる義務違反があれば

取り締まる旨発表しておりますので，外出の際には各種義務の履行をお願いいたしま

す。 

 

３ 保健省は，３日前に４４歳の男性外国人が，本日には５３歳の男性外国人が新型

コロナウィルスに感染し，亡くなったことを発表しました。これで，当国における死

亡者は累計１５人となりました。 

 

４ 日本における水際対策強化措置の延長 

 日本における水際対策強化措置が，６月末まで延長されました。詳細は以下をご確

認ください。 



https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C052.html 

 

 


